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山形県県土整備部所管競争入札一抜け方式試行要領 

 
（目的） 

第１条 この要領は、山形県県土整備部各課、各公所又は総合支庁建設部が発

注する業務委託（以下「業務委託」という）において、受注機会の確保や業

務品質低下の防止を目的に試行実施する一抜け方式に関して必要な事項を定

める。 

  
（定義） 

第２条 この要領において「一抜け方式」とは、次条の規定により対象とする

条件付一般競争入札又は指名競争入札に付す複数の業務委託案件において、

予め定めた開札順序で落札者を決定し、落札者となった者のそれ以降に落札

決定する案件の入札を無効にする入札方式をいう。 

 
（対象案件） 

第３条 一抜け方式の対象となる業務委託は、以下に掲げる全ての要件に合致

するもののうち、発注機関の入札参加者選定等審査会にて一抜け方式の対象

と認められた案件とする。 

⑴ 同一の発注機関により発注される案件 

⑵ 最低制限価格を設定する案件 

⑶ 同一日に入札公告又は指名通知を行い、かつ同一日に開札する案件 

⑷ 発注業種が同一かつ設計金額が同規模の案件 

⑸ 一般競争入札においては、入札参加資格要件（地域要件、技術者要件

等）が同一の案件 

⑹ 指名競争入札においては、被指名者が概ね半数以上重複する案件 

 

（発注者の入札手続き） 

第４条 入札手続きは、次のとおり行うものとする。 

⑴ 一抜け方式を採用する案件等については、入札公告等で一抜け方式の対

象案件である旨を明示する。 
また、併せて対象案件一覧（別紙様式１）により、開札順及び先に開札

した案件で落札者となった者の次順位以降の案件の入札を無効とする旨を

明示する。 
⑵ 開札順は、原則として設計金額が大きい順とする。ただし、これにより

難い場合は、発注機関の入札参加者選定等審査会で必要と認めた案件につ

いて、開札順を変更することが出来る。 
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 ⑶ 対象案件の入札書提出締切時間は同日同時刻で設定する。 

⑷ 入札参加を希望する対象案件全てについて、入札参加資格確認書類の提

出を求める。 

 

（開札、落札決定の手続き） 

第５条 原則として、対象案件一覧（別紙様式１）で明示した開札順により開

札を行い、落札者を決定する。 

２ 前項の手続きにより落札者となった者について、次順位以降の案件の入札

は無効とする。 
３ 前項の手続きにより入札が無効となった結果、次順位以降の案件における

初回の入札で落札者とすべき者がいないときは、再度入札を行うことができ

る。 
この場合、後の開札順の案件についても開札を保留し、再度入札の結果、

先の開札順の案件について落札決定された後に、後の開札順の案件を落札決

定するものとする。 

なお、再度入札を実施しない場合又は再度入札を実施しても落札候補者が

決定されない場合は、次項の取扱いに準じるものとする。 

４ 一抜け方式対象案件のうち、いずれかの案件が中止、取止めとなった場

合、中止等となった案件を除いた残りの案件で一抜け方式により落札者を決

定する。 

 

（留意事項） 

第６条 一抜け方式の適用にあたっては、一連の入札のうち最後に開札する入

札において、「建設工事等請負業者選定基準」に定められた応札可能者数を

確保するよう配慮するものとする。 

 

（入札公告等への記載事項） 

第７条 一抜け方式を採用する場合は、以下の内容を入札公告等に記載するも

のとする。 

⑴ 条件付一般競争入札の場合 

 ① 以下の内容を、入札公告の「その他」に記載する。 

  「本件入札は、山形県県土整備部所管競争入札一抜け方式試行要領の規定

による一抜け方式により落札者を決定する。」 

 ② 以下の内容を、入札説明書の「落札者の決定方法」に記載する。 

  「本件入札は、山形県県土整備部所管競争入札一抜け方式試行要領の規定

による一抜け方式により落札者を決定する。対象となる業務委託名及び開

札順等は、対象案件一覧（別紙様式１）に記載のとおり。」 
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  「対象案件一覧（別紙様式１）に示す開札順が上位の入札において落札者

となった者が次順位以降の案件にも参加している場合は、当該落札者の次

順位以降の案件の入札を無効として取り扱うものとする。」 

⑵ 指名競争入札の場合 

① 以下の内容を、指名通知書の「備考」欄に記載する。 

「本件入札は、山形県県土整備部所管競争入札一抜け方式試行要領の規定

による一抜け方式により落札者を決定する。」 

② 以下の内容を、入札に関する条件等の「落札者の決定方法」欄に記載す

る。 

  ア 「本件入札は、山形県県土整備部所管競争入札一抜け方式試行要領の

規定による一抜け方式により落札者を決定する。対象となる業務委託名

及び開札順等は、対象案件一覧（別紙様式１）に記載のとおり。」 

  イ 「対象案件一覧（別紙様式１）に示す開札順が上位の入札において落

札者となった者が次順位以降の案件にも参加している場合は、当該落札

者の次順位以降の案件の入札を無効として取り扱うものとする。」 

 

（一抜け方式採用時の報告） 

第８条 一抜け方式を採用した発注機関は、一連の対象案件が落札決定した後

に、別紙様式２により建設企画課に報告すること。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要

に応じ、その都度定めるものとする。 

 

附則 この要領は、令和７年７月１日以後に入札公告（又は指名通知）を行う

案件について適用する。 
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【様式１】 

 

 

 

一抜け方式対象案件一覧について 

 
１ 一抜け方式対象案件は、以下のとおりである。 

 

  発注機関 ： ○○総合支庁建設部○○建設総務課 

（県土整備部／○○事務所） 

  公 告 日： 令和○年○月○日（ ） 

  開札予定日： 令和○年○月○日（ ） 

 

開札順 
業務委託名 

（一抜け方式対象案件） 

開札予定 

時 刻 

１   

２   

３   

４   

５   

※行が不足する場合、適宜追加すること 

 
２ 留意事項 

① 複数の入札に参加希望する場合、参加を希望する案件全てに入札参加資

格確認書類を提出すること。 

 

② 山形県県土整備部所管競争入札一抜け方式試行要領に基づき、落札決定

を行う。 

 

③ 上に示す開札順が上位の入札において落札者となった者が、次順位以降

の案件にも参加している場合は、その入札を無効とする。 
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【様式２】 

第   号 

年 月 日 

 

県土整備部長 殿 

 

総合支庁建設部（次）長（公所長） 

 

 

一抜け方式の適用について（報告） 

 

 

 山形県県土整備部所管競争入札一抜け方式試行要領第○条に基づき、一抜け

方式を適用した案件について、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 一抜け方式対象の案件 

   開札日： 令和○年○月○日 

開札順 
業務委託名 

（一抜け方式対象案件） 
落札者 

入札者数

※１ 

１    

２    

３    

４    

５    

 

 ※１ 一抜け方式により入札が無効となった者を除く。 
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【記載例】※報告時、不要な行は適宜削除すること 

  開札日： 令和７年７月○日 

開札順 
業務委託名 

（一抜け方式対象案件） 
落札者 

入札者数

※１ 

１ 令和○年度○○○○事業○○業務委託 ㈱Ａ測量 ５者 

２ 令和○年度○○○○事業○○○業務委託 Ｂ設計㈲ ２者 

３ 令和○年度○○○○○事業○○業務委託 
無し 

（取止め） 
ゼロ 

 

 

 ※１ 一抜け方式により入札が無効となった者を除く。 

 


